（別紙１）
入札参加資格確認申請書

令和　　年　　月　　日

収 支 等 命 令 者　　　様

住　　所
商号又は名称
代表者名　　　    　　　　　　　　　　
事務担当者氏名
連絡先電話番号

　貴県発注の「佐賀県庁旧館等清掃業務委託」に関する競争入札に参加したいので、下記書類を添えて申請します。
　なお、申請書及び添付書類の記載事項については、事実と相違ありません。
　また、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配している者でないことを誓約いたします。

記

１　建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号。以下「法」という。）第12条の２第１項第１号又は同項第８号に基づく登録証明書の写し
２　配置予定の従業員名簿（様式１）
　※雇用保険被保険者資格取得等確認通知書その他雇用されていることが証明できる書類の写しを添付
[bookmark: OLE_LINK1]３　作業責任者に係る法第７条第１項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状の写し
４　配置し得る者に係るゴンドラ安全規則（昭和47年労働省令第35号）第12条第１項に規定する特別教育修了証の写し
 ５　作業従事者への直近の研修実施状況が確認できる書類（研修実施者、日時、場所、講師、研修科目及び参加者名簿）
６　清掃年間計画表（様式２）
７　緊急時連絡体制表
８　作業員の年間研修計画表
９　配置する清掃機械器具、使用薬剤等が確認できる書類（名称、数量）（様式３）
10　誓約書（別紙４）




（別紙２）

	
入札書（委託）


   　　収　支　等　命　令　者　様


 　入札心得及び仕様書等承諾のうえ、下記のとおり入札いたします。
   なお、下記入札金額は取引に係る消費税及び地方消費税額を含まない金
 額です。

	
  入札金額
	
 ￥

	  件　 名
	 　　佐賀県庁旧館等清掃業務委託

	  委託場所
	 　　佐賀市城内一丁目他

	    令和　　年　　月　　日


 　   入 札 者   　住　　　所
　　　　　　　　　　 商号又は名称
   　           　 代表者氏名（自署又は記名）

　   代 理 人   　氏　名（自署） 

 　　　     　　　　            　 





注　代理人が入札するときは、所在地、商号又は名称、代表者氏名を記名した上　　　　で代理人氏名欄に代理人が署名（自署）してください。


（別紙３）

委任状

収支等命令者　様

　今般都合により、次の者を代理人と定め、下記の入札に関し、一切の権限を委任します。

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　住　所

委任者　　　　商号又は名称

　　　　　　　氏　名

（自署又は記名。法人にあっては代表者役職及び氏名）

代理人　　   氏　名

　　　　　　　（※入札責任者　役職　　　　氏名（自署））

記
１　入札日時  令和８年８月12日（水）

２　入札名　　佐賀県庁旧館等清掃業務委託

３  委託場所　佐賀市城内一丁目他


※委任者氏名は、本人が自署してください。
ただし、法人の場合は、委任者の氏名を記入し、入札責任者の方が
自分の役職及び指名を自署することに代えることができます。



（別紙４）

令和　　年　　月　　日


誓　　約　　書


収 支 等 命 令 者　　　様


住　　所
商号又は名称
代表者名　　    　　　　　　　　　　


　当社が、今回の入札に参加し「佐賀県庁旧館等清掃業務委託」を請け負うこととなった時は、下記条件を遵守し常に安全で快適な環境の提供を行うことを誓約します。

記

１）建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を１名以上定期清掃及び特別清掃実施時並びに必要な場合に配置する
２）当該業務に仕様書で定める要件により作業員を配置する
３）適正な清掃機械器具及び薬剤等を使用する

なお、契約履行にあたって上記条件を満たしていないと県が認めた場合、この契約を解除されても異議ありません。






注　申請者が法人の場合にあっては、担当部署の責任者及び担当者の所属部署、役職、氏名及び連絡先を確認することができる書面を添付してください。ただし、他の方法により申請の確認を行うことができる場合は、この限りではありません。





（別紙５）
	質　問　書

	委託名
	佐賀県庁旧館等清掃業務委託
	質問日
	令和　　年　　月　　日

	質問者
	企業名
	
	担当者名
	
	備考

	質問No.
	書類名
	項目
	質問内容
	回答
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


※項目が不足する場合は、適宜付け加えること。
